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現 場 説 明 書（入 札 等 説 明 書） 

本工事について、ご注意いただきたいことは次のとおりです。 

 

工事名 

 

 

水道部庁舎貯水機能付給水管設置工事 

 

 

 

 

（１） 施工上の注意事項 

 

 

 

 

*「高槻市水道部発注工事共通仕様書(案)」、「高槻市水道部発注工事施工

管理基準(案)」を遵守すること。 

*施工に先立ち予告看板を設置し、通過車両・通行人等には事前に工事を

知らせること。また、地元への工事 PR を十分に行うこと。 

*建設業退職金共済制度の利用について、下請業者を含めて加入の確認と

指導をすること。 

*建設廃棄物について、建設サイクル法に基づき、産業廃棄物として適正

に処理すること。 

*建設発生土について、大阪府都市整備部が受入単価を公表している再資

源化施設にて処理すること。 

*契約締結後、速やかに監督員から機器承認を得て製作物の資材の発注手

配をすると同時に給水装置工事の申し込みを行うこと。 

*当該施設は稼働中であるので注意をすること 

*内埋設配管に注意し、破損しないよう十分な対策を行うこと。 

*特記仕様書を確認すること。 

  

 

 

 

 

（２） 見積上の注意事項 

 

 

 

 

*テンレス製貯水機能付給水管 溶接一体構造型の仕様と参考メーカー 

・球体寸法φ1600 SUS304-3ｔ、有効容量２ｍ３ 有効水位 1300ｍｍ 

・設計圧力 0.74MPa,社内試験圧力 1.75 MPa 

・架台 450H+550H、PL-6ｔ,12ｔ(SS400),亜鉛ﾒｯｷ,KH=1.5 

・外ﾀﾗｯﾌﾟ W400×P300 SGP20A RB-φ16(SS400) 

・付属品 

給水栓接続管 φ52.5×1100L SUS304TP-50A×3.0ｔ、3-20A  

水栓×3 付属 

液面計 

吸排気弁 

・断水時に、流入・流出管の弁操作をすることなく、応急給水栓から貯

水タンクから給水することができること。 

＜参考メーカー、参考図＞ 

森松工業株式会社 西日本建築営業部 06-6100-2055 

参考図 別添のとおり 

*積算は、「令和 6 年度大阪府都市整備部 土木工事積算基準書」及び「令

和 6 年度水道事業実務必携」等を適用している。 

*労務単価は、「令和 7 年 3 月公表単価」等を適用している。 



*As・Co 殻処分は、大阪府都市整備部が「令和 6 年 8 月」に公表する受

入価格である。 

*残土処分費は、大阪府都市整備部が「令和 6 年 8 月」に公表する受入価

格である。 

*物価資料の単価適用年月日は、「令和 6 年 3 月」等である。 

*市場単価の単価適用年月日は、「令和 6 年 4 月」等である。 

*経費適用年度は、「令和 6 年度版」である。 

*工期は、雨天休日等を見込んでいる。なお、休日等には日曜日、祝日及

び作業期間内の全土曜日を含んでいる。 

*本工事は、週休 2 日工事の取り組みを対象外としている。 

*工期は、「ステンレス製貯水機能付給水管」の製作期間を 60 日見込んで

いる。受注者は、契約後速やかに材料承認をうけ、工程に影響がないよ

うに製作すること。 

*本工事については、当初契約の積算において契約保証に要する費用(金銭

的補償)を見込んでいる。 

*特記仕様書を確認すること。 

 

 

（３）その他必要注意事項 

*作業時間は、原則として平日 9:00 から 17:00 とする 

*契約書第59条(火災保険等)において受注者の義務補填する保険に加入す

ること。また、同 28 条(一般的損害)、29 条(第三者損害)、30 条(不可抗

力損害)等においても加入することが望ましい。 

*落札者決定後、建設業法第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は

請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるとき

は、請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため

必要な情報と併せて通知すること。 

*本市の環境方針に基づき、環境への負担の低減及び環境への配慮の推進

の取組について協力するように努めること。 

 


